
〇 無理な登山計画ではありませんか？
〇 自分の体力に見合った計画ですか？
〇 気象情報は把握できていますか？
〇 緊急時に通信手段を確保していますか？
〇 山岳保険に加入していますか？
〇 登山計画、装備品のチェックは済んでいますか？
〇 服装は大丈夫ですか？

～ お金に関する電話やメールは詐欺を疑って！ ～
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実施期間
令和６年７月１１日（木）から７月２０日（土）までの間

運動の重点
○ の交通事故防止

○ の安全利用の促進

○ における歩行者最優先の徹底

〇 の危険運転の根絶
この運動は、県民一人ひとりが交通ルールを遵守し、思いや
りやゆずりあいの心を持って交通マナーを実践することにより
交通事故の防止を図ることが目的です。

スローガン ≪思いやり ゆずる心で 事故防止≫

◇受験資格
警察官ＡⅡ：平成元年４月２日以降に生まれ、大学を卒業(見込みを含む)した人。
警察官Ｂ ：平成元年４月２日から平成１９年４月１日までに生まれ、大学を卒業

（見込みを含む）以外の人.
◇ 受 付 期 間 令和６年６月２８日（金）～８月２日（金）
◇ 第１次試験日 令和６年９月２２日（日）
電子申請（インターネット）での受験申込みでお願いします。
※ 問い合わせは、山県警察署２２－０１１０まで

採用試験
案内ページ
QRコード

・無理・無謀な登山を防止し、体力・技術に遭った安全な登山が楽しめます。
・万が一の遭難事故が早く分かり、救助活動がスムーズに行われます。
・負担しなければならない捜索救助に伴う費用が少なくて済みます。
・家族や関係者を安心させることができます。
※岐阜県では、御嶽山・乗鞍岳等の一部の山では登山届の提出が義務付けられています。
遭難事故は低山登山でも発生していますので、自身の為にも登山届を提出しましょう。

提出先：登山届ポスト・警察署・交番・駐在所・YAMAP（ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ）等


